
磐田市 道路の位置の指定基準 

（目的） 

第１ この基準は建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という｡）

第４２条第１項第５号の規定に基づいて道路の位置の指定について、建築基準

法施行令（昭和２５年政令第３３８号。以下「政令」という｡）第１４４条の

４によるほか具体な基準を定めることにより、良好な市街地の形成を確保する

ことを目的とする。 

（指定道路の配置） 

第２ 位置の指定を受けようとする道路（以下「指定道路」という｡）の配置に

ついては、土地利用、交通等の現況及び今後の計画的な市街地形成を勘案して

配置に十分留意しなければならない。 

（接続道路） 

第３ 指定道路は、その両端を他の道路（法第４２条に規定する道路をいう。

以下この基準において同じ｡）に接続しなければならない。ただし、次の各号

のいずれかに該当する場合においては、袋路状道路（その一端のみが他の道路

に接続したものをいう。以下この基準において同じ｡）とすることができる。 

(1) 延長（既存の幅員６メートル未満の袋路状道路に接続する指定道路にあ

っては、当該袋路状道路が他の道路に接続するまでの部分の延長を含む。

以下この基準において同じ。） が３５メートル以下の場合 

(2) 終端が公園、広場その他これらに類するもので自動車の転回に支障がな

いものに続している場合 

(3) 延長が３５メートルを超え、終端の転回広場の中心までの距離が７０メ

ートル（別荘地等にあっては２００メートル）以下である場合で、終端及

び区間３５メートル以内ごとに自動車の転回広場に関する基準（昭和４５

年建告第１８３７号）に適合する自動車の転回広場（形状は別図）が設け

られている場合 

(4) 幅員が６メートル以上の場合 

(5) (1)から(4)までに準ずる場合で、特定行政庁が周囲の状況により避難及

び通行の安全上支障がないと認めた場合 

（指定道路の幅員） 

第４ 指定道路の幅員は車道幅員とし、４メートル以上としなければならない。 

  なお、原則としてガードレール等がある場合にはそれより外側は車道幅員

に含めない。 

２ 両端が他の道路に接続する指定道路で区間距離が１００メートルを超える

ものにあっては、車道幅員を５メートル以上としなければならない。 

３ 前各号の基準は、通行の安全上支障がないと認められるものについてはこ



の限りでない。 

４ Ｕ型側溝で内法寸法が５０センチメートル以上のもの及び堅固な覆蓋のな

いものは、車道幅員に算入しないものとする。 

（隅切） 

第５ 指定道路が同一平面で交差し、若しくは接続し、又は屈曲する箇所（交

差、接続又は屈曲により生ずる内角が１２０°以上の場合を除く。）は、角地

の隅角をはさむ辺の 長さ２メートルの２等辺三角形の部分を指定道路に含

む隅切を設けなければならない。 

ただし、次の各号のいずれかに該当し、両側に隅切を設けることができない

場合、特定行政庁が周囲の状況によりやむを得ないと認め、又はその必要がな

いと認め、交通上、安全上支障がない措置を講じることにより、その部分のみ

は設けないことができる。 

(1) 指定道路を河川、水路等に接して築造する場合で、指定道路が接続する

道路の橋梁、欄かん等により隅切ができないと認められる場合 

(2) 指定道路が接続する道路との角地に既存の建築物、堅固な擁壁若しくは

がけ等があり、隅切を設けることが著しく困難と認められる場合 

２ 指定道路が他の道路と接続する部分及び指定道路相互の交差はなるべく直

角に近いものとし、６０°未満の角度で交差する場合には、底辺の長さが３メ

ートル以上となる２等辺三角形の隅切を設けなければならない。 

（勾配） 

第６ 指定道路の縦断勾配は、原則として９％以下とする。 

２ 指定道路が他の道路に接続する部分及び指定道路が相互に交差する部分の

縦断勾配は２.５％以下とし、その延長は次によるものとする。 

 イ 他の道路に接続する部分    １０メートル 

 ロ 指定道路が相互に交差する部分  ６メートル 

  ただし、交差角が６０°未満となる場合にあっては、隅角部が急勾配とな

らない距離まで延長したものとする。 

（舗装） 

第７ 指定道路は原則として舗装するものとする。 

２ 指定道路の縦断勾配が９％を超える部分は、すべり止め舗装等の通行上安

全な措置を講じなければならない。 

（排水施設） 

第８ 指定道路の側溝は、両側に設けることを原則とし、Ｕ字溝にあってはそ

の内法寸法が２４センチメートル以上、Ｌ字溝にあっては幅４５センチメート

ル以上のコンクリート製で、かつ排水に支障がないものとすること。 

２ 排水施設の流末は原則として公共排水路に接続し、区内の下水及び雨水を

有効かつ適切に排水できるよう措置したものでなければならない。 



  なお、周辺の状況を勘案して、一体的に整備する必要がある場合には、周

辺地を含めた排水計画としなければならない。 

（指定道路内の通行） 

第９ 指定道路内は、通行に支障のないようにしなければならない。 

  なお、通行に支障がある場合には、指定は行われないものとする。 

（安全施設） 

第１０ 指定道路が屈曲、がけ等の存する通行上危険を伴うおそれのある個所、

又は雪崩、落石等により当該道路の構造に損傷を与えるおそれのある個所には、

ガードレール、さく、擁壁等の適当な防護施設を設けなければならない。 

 

附  則 

この基準は平成１７年４月１日から施行する。 

附  則 

この基準は令和４年１２月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



転 回 広 場 の 形 状           

別 図 

（１） 中間に設けるもの 

  （イ）               （ロ） 

 

               
 

           ２Ｍ                    ２Ｍ  
道路中心線

 

                    
２Ｍ           

２Ｍ
 

      ５Ｍ                          

                  ２Ｍ    ２.５Ｍ 

 

             ５Ｍ                   ６Ｍ    ２Ｍ 

 

  （ハ）               （ニ） 

 

 

 

                             

                                  

 

                                  ２Ｍ 

                      ５Ｍ 

                                ２Ｍ 

 

                                  ３Ｍ 

  （ホ） 

 

 

            ２Ｍ 

                        ２.５Ｍ 

 

 

            １０Ｍ      ２Ｍ 

 

 

（２）終端に設けるもの 

６Ｍ 道路中心線 ２Ｍ 

２Ｍ 

２Ｍ 道路中心線 

２Ｍ 

道路中心線 

道路中心線 



  （イ）                 （ロ） 

     ３５Ｍ以内                     ３５Ｍ以内 

 

              道路中心線 

       ２Ｍ    

                         
道路中心線   

     ５Ｍ               
２Ｍ

 
               

２Ｍ            ２Ｍ 

                                            ５Ｍ 

                                     ２Ｍ 

             ５Ｍ     ５Ｍ 

  （ハ） 

                                  ３Ｍ 

      
３５Ｍ以内 

 

 

     
道路中心線 

                               寸法は有効幅とする。 

                                      道路延長 

 

 

 

２Ｍ 

２Ｍ 

６Ｍ ２Ｍ 

２Ｍ 



   解  説 （図 解） 

 

１ 指定道路の構造基準 

（１）幅員、延長 

① 両端接続道路 

         Ｌ          ○延長（Ｌ）が１００以下のとき 

                     車道幅員（Ｗ）は４Ｍ以上 

          Ｗ         ○延長（Ｌ）が１００以下を超えるとき 

                     車道幅員（Ｗ）は５Ｍ以上 

 

 

 

     法第４２条に該当する道路 

 

② 袋路状道路（終端を敷地境とする）     接続道路が幅員６Ｍ未満の 

 （イ）                   袋路状道路の場合 

                                Ｌ２ 

 

                   ６Ｍ>Ｗ≧４Ｍ 

                          Ｌ１    Ｌ１＋Ｌ２≦３５Ｍ 

 

           Ｌ≦３５Ｍ 

         両端接続の道路又は 

         幅員６Ｍ以上の袋路状道路 

    

   （ロ） 

              

            
Ｌ                           

           Ｗ               ○Ｌ≦１００Ｍのとき 

                            Ｗ≧４Ｍ 

                           ○Ｌ>１００Ｍのとき 

                            Ｗ≧５Ｍ 

  

        両端接続の道路又は 

        幅員６Ｍ以上の袋路状道路 

 

 

公園、広場などの

自動車の転回に

支障のないもの

に接続 

（管理者の承諾 

 が必要） 



   （ハ）延長（Ｌ）が３５Ｍを超える場合 

               Ｌ≦７０Ｍ 

             建設省告示 1837 号（指定基準第３）に 

             適合する転回広場の設置 

 

 

                                       ６Ｍ>Ｗ≧４Ｍ 

 

               Ｌ１≦３５Ｍ     Ｌ２≦３５Ｍ 

 

           

          両端接続の道路又は幅員６Ｍ以上の袋路状道路 

 

   （ニ） 

   

   

 

 
                               Ｗ≧６Ｍ 

 

 

 
                Ｌ=任意             

 

         

         法第４２条に該当する道路 

 

 
 



 

③ 既存袋路状道路（法第４２条に該当する道路）の延長 

   延長は原則６Ｍ以上の道路によるものとする。 

   既存袋路状道路が法第４２条第２項の道路の場合は別途協議のこと。 

（イ）                 

                     
指定道路延長Ｌ（任意） 

                    ３Ｍ 

                    １Ｍ 

                                              Ｗ≧６Ｍ 

              既存袋路状道路４Ｍ                 道路中心線を  

                                               一致させる 

 

                      隅切 

           両端接続の道路又は幅員６Ｍ以上の袋路状道路 

   

  （ロ） 

                     
指定道路延長Ｌ（任意） 

               隅切     ６Ｍ 

 

               ２Ｍ 

                                    Ｗ≧６Ｍ 

          既存袋路状道路４Ｍ                    片側の道路境界 

                                   線を一致させる。 

                                             
  

               両端接続の道路又は幅員６Ｍ以上の袋路状道路 

               

  （ハ） 

 

                      指定道路延長Ｌ（任意） 

                                       

                         

                                  Ｗ≧６Ｍ 

          既存袋路状道路６Ｍ                 道路中心線を 

                                   一致させる 

 

                       

            法第４２条に該当する道路 



  （ニ）６Ｍ未満の既存袋路状道路をその幅員で延長する場合 

 

           両端接続の道路又は幅員６Ｍ以上の袋路状道路   転回広場 

           ６Ｍ未満の既存袋路状道路 

 

 

 

 

             延長Ｌ≦35Ｍ         延長Ｌ≦35Ｍ 

 

 

           両端接続の道路又は幅員６Ｍ以上の袋路状道路  転回広場       

            ６Ｍ未満の既存袋路状道路         

                  

                        

            

                                

             延長Ｌ≦35Ｍ        延長Ｌ≦35Ｍ                  

                                          

              

 

 



（２）隅切 

  ① 標準 
         

２Ｍ  ２Ｍ                                                             

                               θ<６０°         

                      ３Ｍ                     

           ２Ｍ                             θ≧１２０° 

               隅切                  隅切不要 

            （２等辺３角形）        

 

 

  ② 法第４２条第２項の道路に接続する場合 

  （イ）一般的な場合 

 

                     指定道路延長Ｌ 

      ２   道路後退線 

        項 

        道 

        路                             

                                            幅員Ｗ 

         ２Ｍ 

                ２Ｍ 

 

            ２Ｍ 

 

 （ロ）河川、がけ等に接する場合 

                  

           道路後退線   指定道路延長Ｌ 

 

          
４Ｍ 

        ２ 

        項                          幅員Ｗ 

        道 

        路 

               
２Ｍ 

               

２Ｍ 

 



（ハ） 開発区域との関係  

   

              指定道路延長Ｌ 

 

 

           道路後退部分は分筆し地目を公衆用道路とし、原則舗装する。 

            

     ２Ｍ       宅地        宅地 

                     

     ２ 

     項 

     道 

     路                            幅員Ｗ 

       

                ２Ｍ 

 

         ２Ｍ 

            宅地        宅地 
      

４Ｍ 

 

 

              道路後退線 

 

 ③ 水路を挟んで接続する場合 

                                       

               指定道路延長Ｌ                     

     ４Ｍ     水路等                          

            河川占用許可（占用部分の形態については河川管理者と協議）        

      １                                 

      項                                  

      道                           幅員Ｗ     

      路                                  

              ２Ｍ        ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ等（必要に応じて）                

                                         

          ２Ｍ                              

 

 



 ④ 歩道を挟んで接続する場合 

 （イ）          

                指定道路延長Ｌ 

      ４Ｍ     幅員２Ｍ以下の歩道 

                          歩道部を含み隅切形状を２Ｍⅹ２Ｍとできるかは道路管理者と協議 

      １ 

      項 

      道                            幅員Ｗ 

      路 

              ２Ｍ 

 

           ２Ｍ 

 

 

 （ロ）道路管理者と協議により、特定行政庁が周囲の判断によりやむを得ないと認め、 

    隅切を設ける必要がない場合 

 

                  指定道路延長Ｌ 

      ４Ｍ       幅員２Ｍを超える歩道 

 

      １               隅切の形状は道路管理者と協議  

      項 

      道                            

      路                                                    幅員Ｗ 

              

 

           

 

 

 



 

⑤ 片側隅切にできる場合 

 （イ） 

                 

     ４Ｍ                

                                

                    

 

      １                            幅員Ｗ 

      項                             

      道         ３Ｍ 

       路           

           ５Ｍ      

              

                 指定道路延長Ｌ 

 

 （ロ） 

                       

                     指定道路延長Ｌ 

     ４Ｍ                

      

                    建築物、塀等 

 

      １                           幅員Ｗ 

      項                            

      道 

       路         ３Ｍ 

                

              ５Ｍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

河 川

等 



（３）  表面の仕上げ 

  イ 舗 装 

  ロ 砂利敷等ぬかるみとならない構造 

    （小規模なもの。） 

 

（４）縦断勾配 

① １２％以下かつ階段状でないこと。 

 

                         １２ 

             １００ 

② 指定道路は原則として９％以下とする。 

③ ９％以上の部分の安全処置 

イ すべり止め舗装 

ロ 横断側溝（グレーチング）の設置 

ハ ガードレールの設置 

④ 緩衝区間（縦断勾配 2.5／100） 

イ 指定道路が他の道路へ接続する部分 １０Ｍ 

ロ 指定道路が相互に交差する部分    ６Ｍ 

  ⑤ 曲線部  回転半径が１５Ｍ未満のもの 

    縦断勾配２.５％以下 

 

（５） 排水施設 

指定道路及びこれに接する敷地の排水に必要な排水施設は次図の構造と同等以上の 

  ものとすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Ｌ型側溝                 U 型側溝 

         １５０  ３００              １２０ ２４０  １５０ 
                                     

指定道路 

                  １２０ 

  ２００                      ２００ 

   

  １５０                      １００ 

                            １５０ 

 

                                  ２００ 

 

 

 

  Ｌ型側溝（コンクリート２次製品）     U 型側溝（コンクリート２次製品） 

    鉄筋コンクリートＬ型 250Ｂ、      鉄筋コンクリート U 型（240 以上） 

    300、350 のみとする。                １００ 

                                   
指定道路 

 

                                   現場打 

  １５０                                        コンクリート 

                    １５０ 

   

                                １５０ 

 

 

  Ｕ型側溝（コンクリート２次製品）               

   道路用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄＵ型側溝（ＰＵ３型）                                                           

   道路用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄＵ型側溝蓋（ＰＣ４型）               

指定道路 

                     

        ＰＣ４型 

             ＰＵ３型 

 
               

 

                  １５０ 



２ 道路幅員のとり方 

（１） 

                 車道幅員 

 

 

 

 

            指定する道路幅員 

 

（２） 

              車道幅員 

 

 

 

 

            指定する道路幅員 

 

（３） 

             車道幅員 

 

     

    
                               

     
暗渠

                       内法寸法が 

                             
50 ㎝以上のもの

  

           
指定する道路幅員           

 

（４）              

       路肩       車道幅員          歩道 

             

            

              

                 

          
              

指定する道路幅員 

 

 

（５）   ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ等          車道幅員 

        

        

        

       

       
                 

指定する道路幅員 

 

      

（注）指定した道路幅員内は建築基準法第４４条の建築制限を受ける。 



３ 流量計算（参考） 

  流量計算及び排水施設の断面算定は下記の公式によるものとする。 

イ 流量計算 
   

Ｑ＝
 

１ 
 Ｃ・Ｉ・Ａ 

     
３６０  

      Ｑ：雨水流出量（ｍ
3
／sec） 

      Ｃ：流出係数 （０.９） 

             Ｉ：降雨強度 （１０８㎜／ｈ（５０年確率短時間） 

      A：排水面積 （ha） 

 

ロ 断面算定 

   クッターの公式          マニングの公式                            
 

    Ｖ＝  
Ｎ・Ｒ

          Ｖ＝ 
１

・Ｒ
２/３

・I
１/２ 

       
√Ｒ＋Ｄ

             
ｎ

 
    Ｑ＝ Ａ・Ｖ           Ｑ＝ Ａ・Ｖ 

       Ｖ：流  速（ｍ／sec）      Ｎ：（２３＋１/ｎ＋０.００１５５/I）・√I 

       ｎ：粗度係数=0.０１３        Ｄ：（２３＋０.００１５５/I）・ｎ 

          I：勾配（分数又は小数）     Ｒ：径深= 
Ａ 

                           Ａ：流水の断面積（㎡） 

                           Ｐ：流水の周辺長（ｍ） 

 


